
～標準報酬等の通知に関するお知らせ～ 
Ｒ３.９ 裁判所共済組合本部 

 

●毎年９月の給与支給日に交付している通知書がなくなります● 

○ 毎年９月の給与支給日に，給与支給明細書とあわせて下記の通知書を交付していました。 

○ この通知書は，組合員に適用されている標準報酬の等級及び月額をお知らせするものです。 

通  
 
 知 
 
 書  

 
             殿  

 
 令 和   年   月     日  

 
           裁 判 所 共 済 組 合  

 あ な た に つ い て ，   月   日 現 在 適 用 さ れ て い る 標 準 報 酬 は，次 の と お り で す 。  

  
短 期          等 級   級   標 準 報 酬 の 月 額        円  
厚 生 年 金      等 級   級   標 準 報 酬 の 月 額         円  
退 職 等 年 金      等 級   級   標 準 報 酬 の 月 額        円  

 

 

Ｑ．今後は標準報酬等の通知はどうなるのでしょうか。  

Ａ．「給与支給明細書」に標準報酬等が記載されます。  

○ 今年の９月から「給与支給明細書」の書式が右のように 

変更になります。  

○ この変更により，今まで通知書に記載していた標準報酬の 

等級及び月額は，毎月の給与支給明細書の右下（赤枠内）に 

記載されるようになりました。 

○ よって，令和３年９月以降は，毎月の給与支給明細書で標 

 準報酬の等級及び月額を参照してください。  

 


